
北空知衛生センター組合一般廃棄物処理手数料徴収委託規則 

 
平成１６年４月１日 

組合規則第 1号 
   

    改正 平成１７年１２月２６日組合規則第５号 
平成１９年 ３月３０日組合規則第２号 

 

（目的） 

第１条 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１５８条の規定に基づき北空知衛生

センター組合（以下｢組合｣という。）一般廃棄物処理手数料(以下｢手数料｣という。)の徴収

業務を組合長が適当と認めたものに委託し、組合運営の円滑化を図ることを目的とする。 

（徴収） 

第２条 手数料の徴収は、ごみ搬入の都度現金で行わなければならない。ただし、官公庁等で

あって、組合長が認めたものについてはその限りでない。 

２ 手数料は、別記様式第１号一般廃棄物処理手数料計算書によって徴収する。 

３ 徴収する手数料の額は、北空知衛生センター組合一般廃棄物の処理に関する条例（平成 

１４年組合条例第５号）別表１による。 

４ 受託者が徴収に使用する受領印は、別記様式第２号のとおりとする。 

（徴収金の納入) 

第３条 徴収した手数料は、組合長が発行する納付書兼領収書により、納付書兼領収書を受け

取った日の翌日までに組合会計管理者に納入しなければならない。ただし、翌日までに納入

することができない正当な理由を認められたときは翌々日までとする。 

    (平 17 組合規則 5、平 19 組合規則 2・一部改正) 

(賠償の責任） 

第４条 徴収した手数料に亡失等があったとき、受託者は当該金額の賠償をしなければならな

い。ただし、組合長が特に認めたときは、この限りでない。 

(委託） 

第５条 手数料の徴収委託は、契約によって行う。 

(委託の解除） 

第６条 受託者が適当でないと認められたとき、または組合長が必要と認めるときは、委託を

解除することができる。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年１２月２６日組合規則第５号） 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

  附 則（平成１９年３月３０日組合規則第２号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月２１日組合規則第２号） 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 



別記様式第 1 号 

 
 

 

別記様式第 2 号 

 

 

 

 

 

様 様

登録番号： 登録番号：

受託者名： 受託者名：

ＴＥＬ ＴＥＬ
２３－３５８４ ２３－３５８４

地　　区

名　　称

受　　付
番　　号

料　　金

名　　称

一般廃棄物処理手数料計算書

北空知衛生センター組合一般廃棄物

内消費税

支　　払
区　　分

搬　　入
日　　時

総 重 量 総 重 量

種　　別

お問い合わせ先

ご　　み
重　　量

搬入者サイン

お問い合わせ先

内消費税

回数

ごみ処理手数料収納事務受託者

料　　金

北空知衛生センター

搬　　入
日　　時

受　　付
番　　号

回数

種　　別

地　　区

支　　払
区　　分

ご　　み
重　　量

北空知衛生センター組合一般廃棄物

ごみ処理手数料収納事務受託者

北空知衛生センター

一般廃棄物処理手数料計算書
（センター控） （搬入者控）

風袋
重量

風袋
重量

領 収

一 般 廃 棄 物

ごみ処理手数料

専 用 社 長 之 印


